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１．はじめに 

平成 22 年１月 29 日の中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取

組促進方策の在り方について（答申）」において、水質事故に対する迅速な

対応を推進するとともに適正に事故原因を究明し再発防止を図るため、事業

場における事故について「水質汚濁防止法」の事故時の措置の対象物質・施

設を拡大することが必要とされた。 

先般、同答申を踏まえた大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正

する法律案が平成 22 年３月２日に閣議決定され、４月 28 日に成立、５月 10

日に公布されたところである。 

改正後の水質汚濁防止法（以下、「改正法」という。）においては、公共

用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生

ずるおそれがある物質を製造等する施設を設置する工場又は事業場の設置者

に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急

の措置及び都道府県知事への届出を新たに義務付けることとしている。 

このような状況を踏まえ、平成 22 年 10 月に環境大臣から諮問がなされた

事項について、同月より排水規制等専門委員会において水質汚濁防止法に基

づく事故時の措置及びその対象物質に関する専門的事項について検討を開始

し、今回報告を取りまとめた。 
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２．検討事項 

（１）「事故時の措置」の対象の考え方 

１）事故の考え方 

水質汚濁防止法第 14条の２各項の「指定施設の破損その他の事故が発生し、

有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、

又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

それがあるとき」に該当するときは、指定施設を設置する工場又は事業場の

設置者は、すべて都道府県知事への届出が必要である。ここでいう事故とは、

従来の水質汚濁防止法において対象としてきた事故と同じものである。 

「指定施設の破損その他の事故」については、人為的な事故に限らず、天

災を含む不可抗力による事故を含み、例えば、老朽化や自然災害等が原因で

起きる施設の破損等による漏洩に続く放流、人為的な操作ミス等による放流

及び爆発や火災による物質の飛散、引火等がある。また、意図的な放流につ

いては、水質汚濁防止法の事故の概念に馴染まないため、事故の対象外とし

た。 

 

２）指定施設 

指定施設には、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び指

定物質を製造し、貯蔵し、若しくは処理する施設が該当し、特定施設以外で

は、例えば有害物質を貯蔵のみをしている施設や指定物質のみを製造してい

る施設が今回新たに指定施設に該当することとなり、農耕地や土木工事現場、

道路を移動中のタンクローリーなどは施設ではないため指定施設には該当し

ない。 

 

３）対象項目 

改正前の水質汚濁防止法においては、水質汚濁の防止に係る項目として、

「有害物質」と「油」については「排出規制」や「事故時の措置」等が適用

されており、特定施設から排出される「生活環境項目」については排出規制

等が適用されていた。改正法においては、特定施設から排出される「生活環

境項目」については排出規制等に加え、事故時の措置の義務も適用されるこ

ととなった。加えて、「指定物質」については排出規制は適用されず、指定

施設を設置した指定事業場に対して事故時の措置の義務のみが適用されるこ

ととなった。なお、指定物質に係る事故時の措置は、有害物質や油の場合と

同様に 「公共用水域への排出」と「地下への浸透」の二つに適用される。 
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（２）選定の考え方 

改正後の水質汚濁防止法により、事故時の措置においては、これまでの

特定事業場における事故時に加え、指定事業場における事故時において

も、応急措置と届け出の義務が課せられることとなった。指定事業場に対

しては、事故時の措置に関して新たに特定事業場と同等の義務が課せられ

ることから、指定事業場の設置者が当該義務に認識を持つなど、その実効

性が確保されることが重要であると考えられる。 

  また、指定物質に選定することで、事業者に注意を促す効果もあること

から、事故を起こしやすい物質として、過去の事故事例も参考とすること

が適切であると考えられる。 

  以上のことから、水環境において、人の健康の保護や生活環境の保全（水

生物の保全を含む）の観点より有害性や存在状況から規制の対象となって

きた物質や、水道水において水質の管理対象となっている物質に加えて、

事故の起こりやすさという観点から、近年において発生した水質事故の原

因となっている物質を対象とすることとした。具体的な選定の視点、選定

の考え方及び選定にあたって留意すべき事項は以下のとおりである。 

 

１）選定の視点 

事故により懸念される事項としては以下の４つとした。 

①人の健康被害 

汚水等の公共用水域への漏えいによる、周辺住民や下流域の住民等へ

の健康被害。 

②水道水質への悪影響 

水道水として適切な品質を確保することが困難となるような浄水処理

の対応が難しい物質の流入による悪影響。人の健康被害（①の項目）に

も関連する。 

③水生生物への悪影響 

水生生物の大量死や、水環境中の生態系に対する悪影響。 

④生活環境への悪影響 

汚水等の流出による生活環境に係る被害（水浴、沿岸の散歩、自然探

勝、水産物、農産物等への被害を含み、②及び③の項目にも関連する。）。 

 

２）選定の考え方 

  １）の視点より選定する物質については以下の a）～h）の項目とした。 
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a) 排水基準（有害物質以外） 

１）の④に関連する項目であり、物質として特定できるものは全て指定物

質として選定する。水素イオン濃度については、物質として特定することができな

いものの、事故事例が顕著に見られることから、水質汚濁防止法で現在対応して

いない特定施設外から排出される酸及び塩基等の物質について、事故事例か

ら選定した。 

 

b) 環境基準（環境基準健康項目及び地下水環境基準項目） 

１）の①に関連する項目であり、全て指定物質として選定する。 

既に有害物質として指定されている物質を除くと、該当する物質は有害物

質の指定が検討されている１，４－ジオキサン、地下浸透規制が検討されて

いる塩化ビニルモノマー及びトランス－１，２－ジクロロエチレンの３物質

である。 

 

c) 環境基準（生活環境項目のうち、水生生物の保全に関するもの） 

１）の③に関連する項目であり、全て指定物質として選定する。 

 

d) 環境基準（生活環境項目のうち、水生生物の保全に関するもの以外） 

１）の④に関連する項目であり、原則として物質として特定できるものは

全て指定物質として選定する。水素イオン濃度については、a)の考え方と同

様である。 

 

e) 要監視項目 

１）の①、③に関連する項目であり、全て指定物質として選定する。 

 

f) 水道水質基準 

１）の②に関連する項目であり、物質として特定できるものは全て指定物

質として選定する。 

 

g) 水質管理目標設定項目 

１）の②に関連する項目であり、物質として特定できるものは全て指定物

質として選定する。 

 

h) 事故事例（主に水質事故）が確認された物質 

１）の①～④に関連する項目であり、過去に製造業等の事故時措置の対象

となる施設において水質事故等が発生した物質については、他物質よりも相
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対的に事故発生確率（ばく露性のリスク）が高い可能性があることから、指

定物質として追加する。 

なお、事故事例は主に全国における過去の事故事例のほか、「毒物・劇物に

関する流出・漏洩事故の届出（厚生労働省）」などの届出情報も有害性の観点

から優先度が高いと考え事故事例として活用することとした。また、爆発性

や引火性は考慮していない。 

 

３）選定にあたって考慮すべき事項 

①濃度の規定について 

事故発生時における即時対応の必要性や、人の健康の保護及び生活環境の

保全のため、事故時の措置を講ずべき漏えい量などの数値による基準は設け

られておらず、人の健康などに被害が生じるおそれがあると認められるとき

は、濃度や漏えいした量とは無関係に事故時の措置を講ずる必要がある。同

様に、指定物質には濃度による基準を設けることは適当ではなく、水溶液等

の濃度とは無関係に「被害が生ずるおそれ」の有無で事故時の措置を講ずる

必要性を判断すべきとする。 

なお、廃棄物は多種類の指定物質を含有している可能性が高く、その種類

及び濃度を把握することが困難であるため、廃棄物処理施設の破損等で漏洩

事故が発生した場合は、指定物質の濃度把握等に優先して事故時措置を講ず

ることが必要であると考えられる。 

 

②溶解性の規定について 

水環境中への溶解性については、溶解性の低い物質であっても粒子状物質

など流出時の物質の形状により水環境に大きく影響を及ぼす場合が想定され

ることから、指定物質について溶解性の規定は設けない。 

 

③金属化合物等について 

環境基準項目（※有害物質を除く）や要監視項目、水道水の水質基準項目

などにおいて、個別の金属化合物等ではなく、当該金属元素等を含む化合物

全体を指定している場合がある。これは、個々の物質としてではなく、水中

にばく露された後の当該金属元素等を含む分解物等（例：金属イオン）が水

環境や人への健康に影響を及ぼすものとして評価されているためである。ま

た、前述のとおり指定物質には溶解性の規定は設けないと考えることから、

金属化合物等については、当該元素を含む全ての化合物をまとめて一つの項

目として指定する。 

なお、現時点で環境基準項目（※有害物質を除く）や要監視項目、水道水
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の水質基準項目等に指定されていない金属化合物等についても、同様の扱い

とする。 

 

④混合物としての指定について 

前述のとおり濃度の規定を設けないことから、混合物としての指定は行わ

ず、含有される個別物質単位での指定を基本とする。 

 

３．指定すべき物質 

上記の考え方に基づき、別表に示す項目を指定物質として指定することが適

当である。指定物質数については、表に示す。 
 

表 指定項目数 

候補項目リスト 
母集団の 

項目数 

整理後の項目数 

指定物質

数 

指定物質
数 
累計 

排水基準（有害物質以外） 15 6 6 

環境基準 

（環境基準健康項目及び地下水環境基準項目） 
28 3 9 

環境基準（生活環境項目） 10 1 9 

要監視項目 29 28 31 

水質基準項目 50 12 34 

水質管理目標設定項目 27 8 35 

事故事例（水質事故）が確認された項目 80 36 59 

合 計 － － 59 
注１：母集団の項目数には水質汚濁防止法における「有害物質」に該当している項目を含んだ数を記載してい

るが、指定物質数からは有害物質に該当する物質数を除いている。例．要監視項目のＥＰＮ 

注２：異性体など物質群としてまとめることが可能な物質は一つの項目とし、後述のとおり金属化合物等につい

ては金属元素ごとにまとめて一つの項目にする等として整理しなおした項目数。 

注３：水質管理目標設定項目については農薬類を除いたものである。 
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４．今後の課題 

 指定物質の選定に当たって検討した項目のうち、臭気や味、ＢＯＤ等の性状

を表す項目や、水中で分解または生成等されるために、有害性の判断や原因物

質の指定が困難な項目、成分により有害性が異なる又は構成成分が明らかでな

い項目等については、指定物質としての指定が困難であることから、今後の新

たな科学的知見に基づき、それらの項目について検討を行っていくべきである。 

また、水質事故の発生情報には注意をはらい、必要に応じて指定物質の追加

を行っていくべきである。 

 

５．おわりに 

 諮問事項に対し、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質に

ついて、以上のとおり結論を得たところである。 

 今後、周知にあたっては自治体やＮＰＯ等の関係団体と連携を図りつつ、周

知方法等について検討することとする。 
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別表 

指定物質 

候補物質 
CAS 番号 

物質番号 物質名 

1 亜鉛及びその化合物   

2 銅及びその化合物   

3 マンガン及びその化合物   

4 フェノール類及びその塩類   

5 鉄及びその化合物   

6 クロム及びその化合物（６価クロム化合物を除く）   

7 1,4-ジオキサン 123-91-1 

8 トランス-1,2-ジクロロエチレン 156-60-5 

9 塩化ビニルモノマー 75-01-4 

10 クロロホルム 67-66-3 

11 トルエン 108-88-3 

12 イソキサチオン 18854-01-8 

13 ダイアジノン 333-41-5 

14 アンチモン及びその化合物   

15 ニッケル及びその化合物   

16 ウラン及びその化合物 
 

17 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル） 117-81-7 

18 フェニトロチオン（MEP）  122-14-5 

19 イソプロチオラン  50512-35-1 

20 クロロタロニル（ＴＰＮ）  1897-45-6 

21 プロピザミド  23950-58-5 

22 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 62-73-7 

23 フェノブカルブ（BPMC） 3766-81-2 

24 イプロベンホス（ＩＢＰ）  26087-47-8 

25 クロルニトロフェン（CNP）  1836-77-7 

26 エピクロロヒドリン 106-89-8 

27 キシレン 1330-20-7 

28 モリブデン及びその化合物   

29 1,2-ジクロロプロパン  78-87-5 

30 p-ジクロロベンゼン 106-46-7 

3１ ホルムアルデヒド 50-00-0 
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候補物質 
CAS 番号 

物質番号 物質名 

32 塩素酸及びその塩類   

33 臭素酸及びその塩類   

34 アルミニウム及びその化合物   

35 メチル-t-ブチルエーテル 1634-04-4 

36 アクリルアミド 79-06-1 

37 アクリル酸 79-10-7 

38 アクリロニトリル 107-13-1 

39 塩化水素 7647-01-0 

40 塩化チオニル 7719-09-7 

41 過酸化水素 7722-84-1 

42 クロルスルホン酸 7790-94-5 

43 酢酸エチル 141-78-6 

44 臭素 7726-95-6 

45 水酸化カリウム 1310-58-3 

46 水酸化ナトリウム 1310-73-2 

47 スチレン 100-42-5 

48 二硫化炭素 75-15-0 

49 ヒドラジン 7803-57-8 

50 ヒドロキシルアミン 7803-49-8 

51 ホスゲン 75-44-5 

52 硫酸 7664-93-9 

53 硫酸ジメチル 77-78-1 

54 次亜塩素酸ナトリウム 7681-52-9  

55 ＥＳＰ 2674-91-1 

56 アラニカルブ 83130-01-2 

57 クロルデン 57-74-9 

58 クロルピクリン 76-06-2 

59 クロルピリホス 2921-88-2 

 


